
 

 

令和 5年度 事業計画 

 

厚生労働白書によると令和 4年より団塊の世代（昭和 22年から昭和 24年生の方々）が 75歳を

迎え始め、令和 7年までに毎年約 200万人が 75歳以上となると見込まれている。そして、健康上

の問題で日常生活を制限されることなく生活できる期間である健康寿命は、令和元年に女性が

75.38 歳、男性が 72.68 歳と延びてきているものの、今後、介護や医療を必要とする方が増える可

能性があるとしております。また、高齢者の高齢化が進む一方で、令和 2年以降5年ごとの人口増

減率は、65 歳以上の増加率幅よりも、いわゆる現役世代の減少率の方が大きくなっていくと推計

されています。 

我が国は現役世代が急減していく時代を迎えております。 

一方、シルバー人材センターは、65歳までの定年延長や継続雇用制度の義務化、高齢者の就

業ニーズの多様化また、昨今の新型コロナウィルス感染症の影響により会員数や契約金額が目

標数値を大きく下回る厳しい状況が続いております。 

このような社会状況の中においても、シルバー人材センターの役割は、その地域における高齢

者の中核的な活動拠点として、高齢者の多様な就業ニーズに応じ、地域社会の日常生活に密着

した臨時的、短期的又は軽易な就業機会を確保・提供し、働くことを通じて喜びや生きがいの充

実、健康維持、また、地域社会の活性化を図っていくことです。 

私達シルバー人材センター事業に携わる者として、改めてシルバー事業の推進を重く受け止

め、効果的な事業運営を展開することとします。 

当センターは、今年度も引き続き、公益性に配慮した運営に努め、シルバー人材センターの基

本理念「自主・自立、共働・共助」に基づいて、泉佐野市をはじめとする関係当局のご支援や各種

団体及び発注者からのご協力をいただきながら、財政の健全化と事業運営の効率化を進めるとと

もに、会員の拡大、就業機会の確保、適正就業の推進に努め、地域社会のセンターに対する理

解と信頼を一層深め、高齢者の受け皿としての機能を十分に果たし、「社会の支え手」を実践でき

るよう第 3期中期計画「シルバーかがやきプラン」を検証し、新たに第４期中期計画「シルバーかが

やきプラン」を策定し、積極的なシルバー事業推進に努めてまいります。 

 

1．「シルバーかがやきプラン」第 3期 中期計画の目標 

   (1) 会員の拡大 

   (2) 契約件数・契約金額の増加 

 

2．令和 5年度の具体的目標 

(1) 会員数 1,110人 前年度比 5.8％増 

※全シ協では新型コロナ感染症の影響前の水準を提唱しており、それでは 780人 

(2) 契約件数・金額（請負・委任） 2,109件 485,451千円  前年度比 3.0％増 

(3) 契約件数・金額（派遣） 79件 62,698千円  前年度比 10.0％増 

 



 

3．目的達成のための具体的取り組み 

(1) 就業開拓提供事業 

公共や民間企業等の発注者に対しては、就業開拓専門員による訪問活動を積極的に

実施し、これまでの仕事に加え新たな分野を含めた仕事を確保することで、会員が希望す

る仕事のニーズに応えます。 

また、ワークシェアリングやローテーション就業等により適正就業の推進を図り、併せて未

就業会員の減少に努めます。 

 

(2) 普及啓発事業 

泉佐野市やハローワークなどがおこなう各種イベントや大規模商業施設において、セン

ターPR チラシを配布し、入会促進に努めるとともに、会員紹介キャンペーンや女子会員の

加入促進を目的とした講習会の実施により、入会会員の拡大に取り組みます。 

また、市町会連合会の協力を得て、入会案内チラシを全戸配布いたします。 

「シルバーの日」に合わせて地域の環境美化や清掃活動・小学校下校時の安全パトロー

ルなどのボランティア活動を積極的に推進します。また、普及啓発活動の活性化のために

参加、協力した会員にはポイントを付与し、獲得ポイントにより表彰や記念品の贈呈をします。 

災害時支援協定に基づき、災害発生時には市の要請に応えて、市民の救助と災害復旧

に努めます。 

活動内容につきましては、「センターホームページ」「センター機関紙」「泉佐野市広報」

「ケーブルテレビ」などあらゆる媒体を通じ、幅広く一般市民や企業等に対し、センター事業

の普及啓発を行うことで、地域社会に当センター事業に対する理解と協力を求めてまいります。 

 

(3) 世代間交流事業及び独自事業 

泉佐野市施策と連携した「世代間交流事業」については、地域の親子を対象とした子育

てを支援する「広場で遊ぼう事業」と、野菜の販売と児童を対象とした農業体験をおこなう

「シルバー人材センターの店舗・ふれあい農園事業」を行っています。今後も泉佐野市と連

携しながら、地域と交流できるよう継続実施に努めてまいります。 

また、独自事業につきましては、「野菜と花の栽培と販売」事業として会員が栽培育成し

た野菜などの販売を行うことで、就業を通じて社会参加と生きがいにつながる事業として継

続実施に努めるものとします。 

 

(4) 研修・講習会事業 

発注者のニーズに応えるためにも、会員が就業等に必要な知識と技能の習得を目的とし

た研修会と講習会を推進し、就業機会と確保を図るものとします。そのためにもより広い分

野での研修会と講習会を実施していく必要があります。 

このため、専門的な技術が必要とされる機械刈り除草については、その仕事に従事する

会員が減少するなどして、発注者のニーズに応えることが難しくなっていますので、技能講

習会を開催し、後継者会員の確保に努めます。 

また、これまでの賠償事故のうちの多くが除草作業での飛び石による事故でした。除草

作業の際に使用する草刈機については、効率の良い回転式から安全性の高いカルマー刃

式の変更により、近年は事故件数が減少しています。安全作業を高めるためにもカルマー

刃式草刈機の講習会を定期的に実施し、会員の安全就業意識についても高めます。 



 

(5) 調査研究事業 

高年齢者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに活力ある地域社会づくりに寄与

するため、高年齢者の就業や社会的活動等に関する調査研究を行います。 

また、業務運営基盤の強化と事業の効率化を図るため、業務運営のデジタル化の促進

について調査研究してまいります。 

併せて、社会経済情勢や雇用形態の変化を踏まえつつ、シルバー事業の社会的効果な

どについて、府内のシルバー人材センターと情報交換に努めていきます。 

 

(6) 相談事業 

高年齢者に対する就業機会の提供を促進するため、入会説明会・研修会、また就業相

談会の開催を継続実施していきます。 

入会説明会・研修会においては、原則、毎月第 2と第 4水曜日に開催します。また、ハロ

ーワークのシニアセミナーにおいて出張による入会説明会を開催します。 

就業相談会においては、原則、毎週木曜日、定期的に開催することで、就業の確保と就

業先における相談ができる機会を図るものとします。 

 

(7) 安全・適正就業推進事業 

センター運営の基礎であり、仕事の基本となるのが「安全就業」です。安全就業対策委員

による安全パトロールを月 1回程度実施します。また研修会の実施による指導等を推進しま

す。 

また、会員一人ひとりの健康の保持は、就業するうえで欠かせません。日常の健康留意

と定期的な健康診断の受診を勧め、会員自らが健康状態の把握に努めるものとします。 

適正就業の推進につきましては、「適正就業ガイドライン」に基づき、従来の請負・委任で

受注することが困難な業務については、労働者派遣事業や職業紹介事業において対応し、

やむを得ない場合は契約を解除するなどの是正措置を取るようにします。 

 

(8) 労働者派遣事業 

労働者派遣事業は、平成 27 年 9 月の労働者派遣法の改正により、60 歳以上労働者の

派遣期間の制限が撤廃されたことから、急速に拡大しています。 

今後においても「自動車運転業務」や「販売補助業務」など、発注者と会員間において指

揮命令がともなう業務は、労働者派遣事業として取り扱うことで、受注拡大を目指します。 

また、就業時間の延長につながる業務拡大についても大シ協と協力して進めます。 

 

(9) 職業紹介事業 

高齢法の改正により、従来の無料職業紹介事業が有料職業紹介事業へと改正されたこ

とをうけ、今後も就業機会のひとつとして職業紹介事業の推進に努めていきます。 

 

(10) センター事業運営・事務局体制 

      センター事業を安定的に継続実施していくために、国及び市に補助金交付とその増額

を今後も要求していきます 

     事務局職員の意識改革や資質の向上を図るために、全シ協等の研修講習会に参加する

など人材育成に積極的に取り組みます。 


